
単位：円（税込）

案件番号 工種 履行名称 履行場所 随契適用号数 落札業者 住所 契約日 当初契約金額 当初履行開始 当初履行終了 履行内容 随契理由

251130001
機械器具
設置

太田市役所本庁舎エレベーター(4
～6号機)更新工事

太田市浜町２番３
５ 地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

フジテック（株）
北関東支店

埼玉県さいたま市
大宮区吉敷町１‐
７５‐１

令和7年5月29日 147,400,000 令和7年5月30日 令和8年6月30日

本庁舎のエレベーター４～６号機は、エレベー
ターの計画耐用年数とされている２５年を経過
しているため、経年劣化による不具合発生の防
止及び特に防災対策に関する既存不適格事項の
解消を期し、本庁舎保全計画に基づき更新を行
うものです。

本工事はエレベーターの制御盤の更新工事を行うことから、エレベーター全体の構
造・性能及びこれまでの修繕経過等を十分理解、把握し、保守点検を行っている業者
以外に施行させた場合、当該エレベーターの使用に著しい支障が生じる恐れがあるた
め、競争入札に適さない。
上記理由を達するためには、太田市入札参加資格者名簿に登録済みの業者で、当該エ
レベーターの保守点検業務を行っているフジテック株式会社北関東支店を選定する必
要がある。

251130002
機械器具
設置

太田市消防本部中央消防署エレ
ベーター設備耐震改修工事

太田市鳥山下町４
０９番１ 地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

三菱電機ビルソ
リューションズ
（株）関越支社

埼玉県さいたま市
大宮区桜木町１‐
１０‐１６

令和7年6月16日 20,460,000 令和7年6月17日 令和8年1月14日

当該エレベーターは、平成10年3月に設置後27年
以上経過しており、エレベーターの法定
償却耐用年数は17年であり、現在建築基準法の
既存不適格項目に複数該当しているため設
備更新するもの。また、既存部品は最大限活用
し、設備の機能維持及び長寿命化を図る。

当工事は既存エレベーターの工事であり、既存エレベーターは三菱エレベーター製で
ある。現在、保守点検業務を三菱電機ビルソリューションズと契約しており、既存設
備の施工業者以外の業者に施工させた場合、使用上の安全確保や保守点検に著しい支
障が生じる恐れがあるため競争入札に適しない。以上の理由を達成するため、三菱電
機ビルソリューションズ株式会社を選定する必要がある。

251130003

土木関係
建設コン
サルタン
ト業務

令和7年度 土地改良施設維持管理
適正化事業 上堀口地区 請負及び出
来高設計業務委託

太田市 堀口町 地
内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

群馬県土地改良事
業団体連合会

群馬県前橋市古市
町２‐６‐４

令和7年6月9日 1,925,000 令和7年6月10日 令和8年3月31日
上堀口排水機場整備補修工事を施工するにあた
り、適切な調査設計及び請負出来高設計を行う
ため。

土地改良法では、その団体（群馬県土地改良事業団体連合会）に参画している会員
（太田市）が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことが
できると規定されている。群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な
知識・経験を有するだけでなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務
に必要な補助版標準積算システムを保有する、県内唯一の組織であるため。

251130004

土木関係
建設コン
サルタン
ト業務

令和7年度 小規模農村整備事業 
新田木崎地区 調査設計及び請負
出来高設計業務委託

太田市新田木崎町 
地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

群馬県土地改良事
業団体連合会

群馬県前橋市古市
町２‐６‐４

令和7年7月11日 6,237,000 令和7年7月14日 令和8年3月17日
新田木崎地区水路整備工事を施工するにあた
り、適切な調査設計及び請負出来高設計を行う
ために委託するものです。

土地改良事業の実施に伴い、土地改良法の規定に基づき設立が認められた団体へ委託
することで、事業の適切かつ効率的な実施が見込めるため、競争入札に適さない。
 土地改良法では、その団体（群馬県土地改良事業団体連合会）に参画している会員
（太田市）が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことが
できると規定されている。
 群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけ
でなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算
システムを保有する、県内唯一の組織であるため。

251130005

土木関係
建設コン
サルタン
ト業務

令和7年度 小規模農村整備事業 
由良地区 調査設計及び請負出来
高設計業務委託

太田市由良町 地
内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

群馬県土地改良事
業団体連合会

群馬県前橋市古市
町２‐６‐４

令和7年7月11日 6,842,000 令和7年7月14日 令和8年3月17日
由良地区水路整備工事を施工するにあたり、適
切な調査設計及び請負出来高設計を行うために
委託するものです。

土地改良事業の実施に伴い、土地改良法の規定に基づき設立が認められた団体へ委託
することで、事業の適切かつ効率的な実施が見込めるため、競争入札に適さない。
 土地改良法では、その団体（群馬県土地改良事業団体連合会）に参画している会員
（太田市）が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことが
できると規定されている。
 群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけ
でなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算
システムを保有する、県内唯一の組織であるため。

随意契約による建設工事・建設関連業務委託の公表について
令和７年度

- 1 -



単位：円（税込）

案件番号 工種 履行名称 履行場所 随契適用号数 落札業者 住所 契約日 当初契約金額 当初履行開始 当初履行終了 履行内容 随契理由

随意契約による建設工事・建設関連業務委託の公表について
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251130006

土木関係
建設コン
サルタン
ト業務

令和7年度 小規模農村整備事業 
新田反町地区 調査設計及び請負
出来高設計業務委託

太田市新田反町町 
地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

群馬県土地改良事
業団体連合会

群馬県前橋市古市
町２‐６‐４

令和7年7月11日 3,421,000 令和7年7月14日 令和8年3月17日
新田反町地区水路整備工事を施工するにあた
り、適切な調査設計及び請負出来高設計を行う
ために委託するものです。

土地改良事業の実施に伴い、土地改良法の規定に基づき設立が認められた団体へ委託
することで、事業の適切かつ効率的な実施が見込めるため、競争入札に適さない。
 土地改良法では、その団体（群馬県土地改良事業団体連合会）に参画している会員
（太田市）が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことが
できると規定されている。
 群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけ
でなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算
システムを保有する、県内唯一の組織であるため。

251130007
機械器具
設置

太田市学習文化センターエレベー
ター耐震化等改修工事

太田市飯塚町1549
番2ほか地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

三菱電機ビルソ
リューションズ
（株）関越支社

埼玉県さいたま市
大宮区桜木町１‐
１０‐１６

令和7年7月25日 26,928,000 令和7年7月28日 令和8年2月27日
既存エレベーターについて、地震等の安全性を
確保するため改修工事を行うものです。

当工事は、三菱電機ビルソリューションズ製のエレベーター改修工事である。現在、
保守点検を三菱電機ビルソリューションズに委託しているなか、他の業者に改修工事
をさせた場合に異なるメーカーの部品が混在することになり、使用上の安全確保と保
守点検に支障が生じる恐れがあるため。

251130008 建築一式
太田市新田文化会館・総合体育館
鋼製建具ほか改修工事

太田市新田金井町
６０７番地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第6号
協和建設（株）

群馬県太田市飯田
町１２４２‐２

令和7年8月20日 13,200,000 令和7年8月21日 令和7年10月31日

新田文化会館に設置してある、４Fマシーンハッ
チ扉および１F非常口扉、屋上口扉については、
経年劣化に伴い扉枠などが錆などで劣化してお
り、また屋上口扉などについては開閉が出来ず
出入りが出来ないなど、非常時などに支障をき
たすため交換をいたします。

本工事の履行に関し、現在施工中の太田市新田文化会館・総合体育館外壁ほか改修工
事の受注者が施工した場合、次のような点で有利となります。
本工事に必要な仮設設備、資材は当該工事のものと共用できるため、その設置費、資
材運搬費、基本料又は損料に係る経費の削減とともに工期の短縮にもなります。ま
た、本工事箇所の現状、施工方法及び必要な仮設設備等を把握しているため、円滑に
工事を着手できることから工期の短縮が可能です。さらに、本工事は外壁に穴を開け
る、一部を解体し復旧する工事を伴うため、それぞれの工事を同一の業者が施工した
場合、外壁からの漏水等の不具合が生じた際の責任の所在が明確です。以上のことか
ら、本工事は競争入札に付することが不利であると認められます。※随意契約による
経費節減額1,584,000円（比較設計書参照）

251130009 管
太田市新田文化会館・総合体育館 
浄化槽解体工事

太田市新田金井町
607番 地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第6号
（株）トーカイ

群馬県太田市下浜
田町１１７

令和7年9月25日 13,002,000 令和7年9月26日 令和8年3月6日

本下水への切替工事を行っており、不要となる
浄化槽上蓋などが劣化・破損し、点検にて指摘
を受けていた。施工中の空調改修工事にて浄化
槽内部機器の撤去を行うが、危険性が高いこと
から解体工事を実施する。また、隣のオイルタ
ンクも支障があり不要の為、併せて撤去を行
う。

本工事の履行に関し、現在施工中の太田市新田文化会館・総合体育館空調ほか改修工
事の受注者が施工した場合、次のような点で有利となります。
本工事に必要な仮設設備等は当該工事のものと共用できるため、その基本料又は損料
に係る経費の削減にもなります。また、本工事箇所の現状、施工方法及び必要な仮設
設備等を把握しているため、円滑に工事を着手できることが可能です。さらに、本工
事は浄化槽内部配管や機器等の撤去については、空調ほか改修工事で実施するため、
工事を同一の業者が施工した場合、不具合が生じた際の責任の所在が明確です。
以上のことから、本工事は競争入札に付することが不利であると認められるため。
※随意契約による経費節減額  1,793,000円 （比較設計書参照）

251130010 電気通信
旧新田保健センター 内線電話用
ケーブル撤去工事

太田市新田反町町
879番ほか 地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

（株）ミライト・
ワン群馬支店

群馬県高崎市上豊
岡町５６２‐３

令和7年11月7日 3,300,000 令和7年11月10日 令和8年3月6日
東京電力より、電柱撤去に伴い、対象となる電
柱に設置してある電話線を撤去してもらいたい
との要望があったため。

本工事は、旧新田保健センター構内に立つ電柱に付属する使用していない電話線ケー
ブルを撤去する工事である。撤去予定の電線は、NTT東日本が設置した他の電線等の
設備と複雑に絡み合って一体化して設置されているため、NTT東日本もしくはNTT東
日本が認定した会社で無ければ撤去予定のケーブルとNTT東日本の設備とを区別する
ことは難しく、誤って撤去予定ではないケーブルを切断してしまった場合には損害賠
償等が発生するリスクも存在する。
また、ケーブル切り回しの過程でNTT東日本もしくはNTT東日本が認定した会社でな
ければ切断できないケーブルも存在することから、競争入札には適しない。
以上の理由により、NTT東日本が認定した会社であり、太田地区を管轄する唯一の業
者である（株）ミライト・ワンを選定する必要がある。
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251130011

建築関係
建設コン
サルタン
ト業務

太田市立東中学校 屋内運動場耐
震補強に伴う改修設計業務委託

太田市飯塚町80番
地内

地方自治法施行令
第167条の2第1項

第2号

（株）北村建築設
計事務所

群馬県太田市新井
町２１３

令和7年11月14日 4,895,000 令和7年11月17日 令和8年3月31日
耐震補強に併せて、構造体の劣化対策や建物の
耐久性を高め、現代の社会要請に応じた施設の
長寿命化を図るため

令和7年6月13日に学校施設環境改善交付金の執行に係る説明会が開催され、最優先す
る事業として耐震化事業が挙げられていたため、先ずは耐震化工事を行うことで耐震
診断及び耐震補強設計業務委託を発注しました。その後、情勢の変化及び耐震化工事
と大規模改修工事を分けて工事をする場合の学校への負担等を再検討した結果、大規
模改修工事の中で耐震化を行う計画の見直しをしました。太田市立東中学校 屋内運
動場耐震診断及び耐震補強設計業務委託は、構造計算を行い耐震性を確保することを
目的としております。その構造計算においては荷重設定が重要であり、改修内容（屋
根、外壁などの建物自体の重さ）が決定しないと構造計算を行うことができません。
また、他の業者に設計させた場合、補強設計と改修設計において構造検討も含めて整
合性を図ることができないため競争入札に適しない。
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